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　判決は、原告が主張する取消事由１－１（請求項１及び２に係る明確性、サポート要件の判断の誤り）、
同じく取消事由１－２（請求項２に係る明確性、サポート要件の判断の誤り）、同じく取消事由１－３（本
件発明２における相違点１の容易想到性判断の誤り）、及び同じく取消事由１－４（相違点３の容易想到
性についての判断の誤り）は理由なしとしたものの、被告が主張する取消事由２（本件発明１における
相違点１の容易想到性についての判断の誤り）によれば、引用発明２の１に甲３技術１を適用するに当た
り、当業者が「電極と接着剤との間に隙間を設ける」構成を採用する動機付けがあると認めることはで
きず、構成要件（１Ⅰ）に係る「上記ジルコニア充填部に設けた上記電極と上記開口用貫通穴との隙間か
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ら、上記ジルコニア充填部の表面を露出させる」構成を、当業者が容易に想到できたということはでき
ない、とされ、想到性についての判断の誤りとされ、被告の主張は理由があるから、本件審決にはこれ
を一部取り消すべき違法があるものとされ、審決の一部が取り消された事例である。

第１　当裁判所の判断

１　当裁判所は、原告が主張する取消事由１－１ないし１－４はいずれも理由がないが、被告が主張す
る取消事由２は理由があるから、本件審決にはこれを一部取り消すべき違法があるものと判断する。
その理由は、以下のとおりである。

２　取消事由２（本件発明１における相違点１の容易想到性についての判断の誤り）について
（１）本件審決が認定した引用発明２の１及び甲３技術１並びに本件発明１と引用発明２の１との一致

点及び相違点については、当事者間に争いがない。
（２）本件審決は、本件発明１における相違点１のうち、構成要件（１Ⅰ）　の「ジルコニア充填部に

設けた電極と開口用貫通穴との隙間から、ジルコニア充填部の表面を露出させること」に関し、引用
発明２の１に甲３技術１を適用して接着剤表面アルミナ層とするに当たり、
①　甲３の記載から、接着剤表面アルミナ層が、第１電極や第２電極の表面の周縁部と重複してし

まうと、第１電極又は第２電極の他の部分、及び、接着剤表面アルミナ層の他の部分と比較して
厚くなってしまうことから、アルミナからなる接着剤の層を導体層の平坦部と略面一にすること
によって、各未焼成シート又は各未焼成スペーサに亀裂が発生することを防止するという目的が
果たせなくなることは当業者にとって明らかであるから、アルミナからなる接着剤の層と導体層
が略面一であることが必須であるのに対して、アルミナからなる接着剤の層と導体層の側面とが
隙間を空けることなく接することは必須ではないことは、当業者にとって明らかである、

②　第１電極又は第２電極の表面の周縁部に、接着剤表面アルミナ層を隙間なく接触させるように
設計又は製造を行うと、避けることのできない製造誤差により、第１電極又は第２電極と接着剤
表面アルミナ層が重複することがあり得るので、そのような事態を回避するために、第１電極及
び第２電極と接着剤アルミナ層との間に隙間を設けることによって余裕を持たせ、第１電極及び
第２電極と接着剤表面アルミナ層との重複を回避することは、当業者が適宜なし得ることである、

③　そして、その隙間をどの程度にするかは、製造誤差の程度等を勘案して当業者が適宜設定し得
るものであって、固体電解質体の表面が露出する程度の隙間とすることも適宜設定し得る範囲内
のものである、と判断した。

（３）そこで検討するに、本件審決が認定したとおり、甲３には、甲３技術１が記載されており、本
件特許に係る出願当時、積層タイプのガスセンサ素子において、これを構成する各未焼成シートを
アルミナからなる接着剤を介して積層することは、当業者にとって周知の技術であったと認められ
る。しかし、甲３には、①接着剤が導体層の周縁部に重複すると、亀裂の発生を防止することがで
きないから、導体層と接着剤とが隙間なく接することは必須ではないことや、②避けることのでき
ない製造誤差により、接着剤が導体層の周縁部に重複すること、また、③製造誤差の程度を勘案して、
固体電解質体の表面が露出する程度の隙間を設定することは、記載も示唆もされていないし、上記
①〜③の事項が、当業者にとって当然の技術常識であると認めるに足りる証拠も見当たらない。

仮に、「製造誤差」を考慮して接着剤の量を調整することが、当業者の技術常識であるとしても、
甲３の段落【0049】及び【0050】の記載、及び当該段落が引用する図６〜９に接した当業者は、接着
剤の量は、導体層に設けられた平坦部と略面一となるように、すなわち、当該平坦部との間にでき
るだけ隙間を生じないように調整するものと理解すると認めるのが相当である。

そうすると、引用発明２の１に甲３技術１を適用するに当たり、当業者が「電極と接着剤との間


